
平成29年12月〇日以降、小型船舶の船室外の甲板上では、
原則、すべての乗船者にライフジャケットを着用させることが、

船長の義務になります！国土交通省・水産庁・海上保安庁 平成33年12月〇日以降、
違反点2点が付されます。



違反すると処分あり！

違反した船長には違反点数２点が課され、
再教育講習を受けなければなりません！
５点以上で免許停止の対象となります！

最大６か月の免許停止

※平成33年12月〇日から違反点数の付与開始

適用除外等の対象例

船室内にいる方

平成29年12月〇日から、小型船舶の船長には、原則、すべ
ての乗船者にライフジャケットを着用させる義務がありま
す！着用させないと違反になります！

船長の義務です！

船外で泳ごうとする方

命綱を装着している方

専用装備で海上ｽﾎﾟｰﾂをする方 船長が定めた安全場所にいる方

防波堤内の係留船上にいる方

着用する必要がありません できるだけ着用して下さい

適用除外等の対象とするためには様々な要件があります。詳しくはホームページを確認ください。

詳しくはホームページへ
http://www.mlit.go.jp/maritime/*****/

ライフジャケットの種類

国が安全性を確認した証である桜マークの
あるライフジャケットを着用してください！
軽く着けやすいものが開発されています！ 桜マーク

ライフジャケット着用者の海中転落時の生存率は２倍以上
です！船長の指示がなくても積極的にライフジャケットを
着用しましょう！
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国土交通省・水産庁・海上保安庁

（ 発行 国土交通省海事局安全政策課 ）

平成30年1月〇日以降、小型船舶の船室外の甲板上では、原則、すべての
乗船者にライフジャケットを着用させることが、船長の義務になります！


